
． ．広報おうめホームページ http://www.city.ome.tokyo.jp/

保険・年金・税金健康・福祉

（６）２ １ １５

確
定
申
告
書
は
早
め
に
提
出
を

２
月
17
日
｟
月
｠
～
３
月
16
日
｟
月
｠

確
定
申
告
書
は
青
梅
税
務
署
へ

　

２
月
３
日
｟
月
｠
～
３
月
16
日
｟
月
｠
は
、
青
梅
税
務
署

の
駐
車
場
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。｟
身
体
障
害
者
用
車
両
を

除
く
｠

　

こ
の
期
間
は
、
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
河
辺
｟
Ｊ
Ｒ
河
辺
駅
北

口
｠
の
駐
車
場
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
が
、
台
数
に
限
り

が
あ
る
た
め
、
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
に
は
、
受
け
付
け
を
早
め
に

締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
お
早
め
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
や
、

申
告
内
容
に
よ
っ
て
は
、
作
成
に
相
当
の
時
間
を
要
し
ま
す

の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

令
和
元
年
分
の
所
得
税
お
よ
び

復

興

特

別

所

得

税

の

確
定
申
告
書
の
提
出
・
納
税

期
間　

２
月
17
日
｟
月
｠
～
３

月
16
日
｟
月
｠

※
土
・
日
曜
日
、
２
月
24
日
を

除
く

※
還
付
申
告
を
す
る
方
は
、
２

月
14
日
｟
金
｠
以
前
で
も
、

確
定
申
告
書
を
提
出
で
き

ま
す
。

▽
復
興
特
別
所
得
税
の
計
算
・

記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
個
人
の
方
に
つ
い
て
は
、
平

成
25
年
分
か
ら
49
年
分
ま

で
、
復
興
特
別
所
得
税
｟
原

則
と
し
て
各
年
分
の
所
得

税
額
の
2.1
％
｠
を
所
得
税
と

併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

▽
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
400
万
円
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
金
額
の
合
計
額
が
20
万

円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

｟
外
国
の
年
金
が
あ
る
方
を

除
く
｠

※
こ
の
場
合
で
も
、
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な

い
場
合
で
も
、
住
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

▽
住
民
税
に
関
す
る
詳
細
は
、

市
市
民
税
課
市
民
税
係(

市

役
所
１
階)

へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

★
元
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
書

の
提
出
・
納
税
…
２
月
３
日

｟
月
｠
～
３
月
16
日
｟
月
｠

★
元
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
確
定
申
告
書
の
提
出
・
納

税
…
３
月
31
日
｟
火
｠
ま
で

※
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い

と
延
滞
税
が
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
期
限
内
に
納

付
で
き
な
い
場
合
は
、
青

梅
税
務
署
徴
収
部
門
☎
22
・

３
１
８
５
｟
自
動
音
声
で

ご
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、

「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
｠
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
国
税
の
納
付
は
、
振
替
納
税

｟
贈
与
税
を
除
き
ま
す
｠
や

ｅ
—
Ｔ
ａ
ｘ
｟
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
｠
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
納
付
書
で
納
付
す
る
場
合

は
、
納
付
書
に
金
額
等
を
記

入
し
、
お
近
く
の
金
融
機
関

で
納
期
限
ま
で
に
必
ず
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

申

告

書

作

成

会

場

を

開

設

し

ま

す

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
書
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
書

の
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

期
間　

２
月
17
日
｟
月
｠
～
３

月
16
日
｟
月
｠

※
土
・
日
曜
日
、
２
月
24
日
を

除
く

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後

４
時

※
相
談
は
午
前
９
時
～
午
後
５

時
、
提
出
は
５
時
ま
で

会
場　

青
梅
税
務
署
申
告
書
作

成
会
場

２
月
24
日
、
３
月
１
日
は
立
川

税
務
署
で
受
け
付
け
ま
す

　

申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス

｟
電
話
に
よ
る
相
談
を
除
く
｠、

用
紙
の
配
布
、
申
告
書
等
の
受

付
を
立
川
税
務
署
で
合
同
で
行

い
ま
す
。

※
国
税
の
領
収
お
よ
び
納
税
証

明
書
の
発
行
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

日
程　

２
月
24
日
｟
振
休
｠、

３
月
１
日
｟
日
｠

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後

４
時

※
相
談
は
午
前
９
時
～
午
後
５

時
、
提
出
は
５
時
ま
で

会
場　

立
川
税
務
署
｟
立
川
市

緑
町
４
—
２
｠

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の

記

載

に

つ

い

て

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
、
贈
与
税
の
申
告
書
に
つ

い
て
は
、
税
務
署
へ
提
出
す
る

都
度
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
｟
個
人

番
号
｠を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

災

害

で

被

害

を

受

け

た

場

合

の

税

務

手

続

き

等

　

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

場
合
は
、
次
の
よ
う
な
申
告
・

納
税
等
に
係
る
手
続
等
が
あ
り

ま
す
。

　

状
況
が
落
ち
着
き
し
だ
い
、

税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
な
ど
の
期
限
の
延
長
に

つ
い
て

▽
納
税
の
猶
予
に
つ
い
て

▽
所
得
税
の
全
部
ま
た
は
一
部

の
軽
減
に
つ
い
て

▽
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
の
適

用
｟
不
適
用
｠
に
関
す
る
特

例
に
つ
い
て

問

い

合

わ

せ

▽
確
定
申
告
に
関
す
る
こ

と
…
青
梅
税
務
署
☎
22
・

３
１
８
５
｟
自
動
音
声
で

ご
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、

「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
｠

▽
住
民
税
に
関
す
る
こ
と
…
市

市
民
税
課
市
民
税
係

　

納
税
者
か
ら
の
依
頼
を
受
け

て
行
う
税
務
代
理
、
税
務
書
類

の
作
成
、
税
務
相
談
な
ど
の
税

理
士
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
法
律
で
税
理
士
、
税

理
士
法
人
等
に
限
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

税
理
士
で
な
い
の
に
、
税
理

士
業
務
を
行
っ
て
い
る
、
い
わ

ゆ
る
「
に
せ
税
理
士
」
に
税
理

士
業
務
を
依
頼
し
た
場
合
、
不

測
の
損
害
を
受
け
た
り
、
あ
と

あ
と
ま
で
税
務
上
の
ト
ラ
ブ
ル

の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
り

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

税
理
士
で
あ
る
か
ど
う
か
の

に
せ
税
理
士
・
税
理
士
法
人
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

申
告
書
や
青
色
申
告
書
な
ど
を

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内
に

従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
る
こ

と
に
よ
り
、
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
、
個
人
事
業
者

の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
、
贈
与
税
の
申
告
書
や
青
色

申
告
決
算
書
な
ど
が
作
成
で
き

ま
す
。

　

作
成
し
た
申
告
書
等
は
、
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
「
書
面
」

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
ほ
か
、
ｅ
—
Ｔ
ａ
ｘ
｟
国
税

電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
｠

を
利
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
｟
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
｠
を
使
用
す
る

方
法
、
ま
た
は
、
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
を
利
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
ｅ
—
Ｔ
ａ
ｘ
送
信
｟
提
出
｠

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。所
得
の
種
類
が
、

給
与
所
得
、
年
金
収
入
や
副
業

等
の
雑
所
得
、
保
険
の
満
期
金

等
の
一
時
所
得
の
み
の
方
は
、

確
認
に
つ
い
て
は
、
税
理
士
証

票
の
提
示
を
受
け
て
確
認
す

る
、
ま
た
は
、
日
本
税
理
士
会

連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
税

理
士
情
報
検
索
サ
イ
ト
で
検

索
を
行
う
ほ
か
、
東
京
税
理

士
会
青
梅
支
部
☎
23
・
２
３

３
１
へ
問
い
合
わ
せ
て
確
認
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

国
税
局
や
税
務
署
の
職
員
を

名
乗
る
者
か
ら
電
話
が
あ
り
、

年
金
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
ア

ン
ケ
ー
ト
、
年
金
受
給
調
査
な

ど
と
称
し
て
、
年
齢
や
家
族
構

成
、
年
金
の
受
給
状
況
、
預
金

残
高
や
口
座
情
報
な
ど
を
聞
き

出
そ
う
と
す
る
事
例
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
金
自
動

預
払
機
｟
Ａ
Ｔ
Ｍ
｠
を
操
作
さ

せ
て
振
り
込
み
を
行
わ
せ
る

「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
よ
る
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

▽
税
務
署
や
国
税
局
で
は
、
年

金
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
ア

ン
ケ
ー
ト
等
と
称
し
て
電
話

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
納
税
者
の
皆
さ
ん
へ
電
話
す

る
場
合
は
、
提
出
済
み
の
申

告
書
等
に
も
と
づ
き
、
内
容

を
本
人
に
確
認
す
る
こ
と

を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

▽
還
付
金
の
受
け
取
り
の
た
め

に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
国
税
の
納
付
の
た
め
に
、
金

税
務
職
員
を
装
っ
た
者
か
ら
の
不
審
な
電
話
や

「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

振
替
納
税
、
ｅ
—
Ｔ
ａ
ｘ
、
コ
ン
ビ
ニ
納
付

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
、
個
人
事
業
者
が
納

付
す
る
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
の
納
付
に
つ
い
て

は
、
金
融
機
関
や
税
務
署
で

納
付
す
る
ほ
か
、
金
融
機
関

の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的

に
引
き
落
と
し
に
な
る
振
替

納
税
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

ｅ
—
Ｔ
ａ
ｘ
｟
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
｠
を

利
用
す
る
と
、
自
宅
や
オ

フ
ィ
ス
等
か
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

等
に
よ
る
電
子
納
税
や
ダ
イ

レ
ク
ト
納
付
に
よ
り
納
税
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」や「
コ

ン
ビ
ニ
納
付
用
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

作
成
専
用
画
面
」
か
ら
、
コ

ン
ビ
ニ
納
付
に
必
要
な
「
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
」｟
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ

イ
ル
｠
を
作
成
・
印
刷
で
き

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
税
務

署
で
納
付
書
を
入
手
し
な
く

て
も
、
コ
ン
ビ
ニ
納
付
｟
金

額
が
30
万
円
以
下
の
場
合
に

限
り
ま
す
｠
が
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
ｅ
—
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
H Pwww.e-tax.

nta.go.jp

｟
一
部
の
機

能
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か
ら
利
用

で
き
ま
す
｠
を
ご
覧
に
な
る

か
、
青
梅
税
務
署
管
理
運
営

部
門
☎
22
・
３
１
８
５
｟
自

動
音
声
で
ご
案
内
し
て
い
ま

す
の
で
、「
２
」
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
｠
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

融
機
関
の
口
座
を
指
定
し

て
振
り
込
み
を
求
め
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
税
局
や
税
務
署
の
職
員

を
名
乗
る
者
か
ら
電
話
が
あ

り
、
そ
の
内
容
を
不
審
に
思
っ

た
場
合
は
、
即
答
を
避
け
、
相

手
の
所
属
部
署
、
氏
名
、
電
話

番
号
を
確
認
し
た
う
え
で
電
話

を
切
り
、
青
梅
税
務
署
総
務
課

☎
22
・
３
１
８
５
｟
自
動
音
声

で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、

「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
｠

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

生活、仕事、お金のこと、

ひとりで悩まず、相談してみませんか

●生活のこと

▽  どこに相談したらよいかわからない。頼れる人もいない。

▽ 引きこもりやニートで悩んでいる。

●仕事のこと

▽  仕事はしたいけど、何から始めればよいかわからない。

▽ 失業してしまった。再就職が…、家賃が…。

●お金のこと

▽  家計のやりくりが…。

▽ 公共料金の滞納や借金の返済が大変だ。

悩みが深刻化する前に、まずはお電話を！

問い合わせ　生活福祉課生活自立支援担当（市役所１階１７番窓口）

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専
用
画
面
が

利
用
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
は
、「
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手

引
き
」
や
申
告
書
用
紙
等
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

※
平
成
30
年
分
の
申
告
書
等
を

ｅ
—
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
提

出
し
た
方
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
し
て
「
書
面
」
に
よ
り
提

出
し
た
方
に
は
、
令
和
元
年

分
の
申
告
書
等
が
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
ｅ
—

Ｔ
ａ
ｘ
等
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。


